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① 公共施設等運営権に関する会計処理（管理者・運営権者）

1
出典）会計基準の見直しに関するQ&A（総務省、令和2年4月28日） 、総務省「公営企業の公共施設等運営事業に係る会計処理に関する研究会」資料
企業会計基準委員会「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」（平成29年5月2日）

○現行ガイドラインでは、運営権対価に関する管理者の会計処理については、適切に実施すべき旨、
必要に応じて総務省へ相談する旨が記載されている。

○管理者における会計処理の取扱いについて、総務省から「会計基準の見直しに関するQ&A（令和
2年4月28日）」が公表された。

○運営権者における会計処理の取扱いについて、企業会計基準委員会が「公共施設等運営事業に
おける運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」を公表している。

分類 参照 分類 概要

管理者
における
会計処理

会計基準の見直しに
関するQ&A（令和2
年4月28日）

B/S

⚫ 運営権対価は、運営権の譲渡時点において一旦、負債の部に
計上したうえで、順次、収益化する。

⚫ 負債の部に繰延運営権対価として整理する。

P/L
⚫ 適正な期間損益の観点から、負債の部に計上した額を契約期
間にわたって各年度、収益化する。

運営権者
における
会計処理

企業会計基準委員
会「公共施設等運営
事業における運営権
者の会計処理等に
関する実務上の取扱
い」（平成29年5月
2日）

B/S

⚫ 実施契約において定められた運営権対価について、合理的に見
積られた支出額の総額を無形固定資産として計上する。また、
運営権対価を分割で支払う場合、資産及び負債の計上額は、
運営権対価の支出額の総額の現在価値による

P/L

⚫ 無形固定資産に計上した公共施設等運営権は、原則として、
運営権設定期間を耐用年数として、定額法、定率法等の一定
の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配
分する。



② 更新投資に関する会計基準（管理者・運営権者）

2

○現行ガイドラインでは、更新投資に関する管理者の会計処理については、特に記載されていない。
○管理者における会計処理の取扱いについて、総務省から「会計基準の見直しに関するQ&A（令和
2年4月28日）」が公表された。

○運営権者における会計処理の取扱いについて、企業会計基準委員会が「公共施設等運営事業に
おける運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」を公表している。

出典）会計基準の見直しに関するQ&A（総務省、令和2年4月28日） 、総務省「公営企業の公共施設等運営事業に係る会計処理に関する研究会」資料
企業会計基準委員会「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」（平成29年5月2日）

分類 参照 分類 概要

管理者
におけ
る会計
処理1)

会計基準の見
直しに関する
Q&A（令和2
年4月28日）

B/S

⚫ 地方公共団体は更新投資した施設等の価額を資産として計上し、当該資産計上額のうち
運営権者が負担した金額を負債の部に計上したうえで順次収益化する。

⚫ 負債の部に運営権者更新投資として整理する。

P/L

（残存契約期間＞耐用年数の場合）

⚫ 当該資産の耐用年数にわたり、取得価額から残存価額を控除した額を各年度に収益化し、
運営権の契約最終年度において、残存する運営権者更新投資を全て償却する。

（残存契約期間＜耐用年数の場合）

⚫ 運営権の残存契約期間にわたり、取得価額から残存価額を控除した額を各年度に収益化し、
運営権の契約最終年度において、残存する運営権者更新投資を全て償却する。

運営権
者にお
ける会
計処理

企業会計基準
委員会「公共施
設等運営事業
における運営権
者の会計処理
等に関する実務
上の取扱い」
（平成29年5
月2日）

B/S
⚫ 更新投資を実施した時に、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分（所有権が管

理者等に帰属するものに限る。）に関する支出額を資産として計上する。

P/L

⚫ 当該更新投資を実施した時より、当該更新投資に係る資産の経済的耐用年数（当該更
新投資に係る資産の経済的耐用年数が公共施設等運営権の残存する運営権設定期間を
上回る場合は、当該残存する運営権設定期間）にわたり、定額法、定率法等の一定の減
価償却の方法によって、その取得原価から残存価額を控除した額を各事業年度に配分する。



③管理者・運営権者の会計費目
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出典）総務省 地方公営企業決算状況調査表作成要領

○ 運営権者の実施する会計処理（企業会計）と管理者が実施する会計処理（地方公営企業会計）の費目が
異なることにより、実際に管理者が費用等を連結する際に処理が難しくなる課題がある。

○ そのため、運営事業の実施前(実施契約締結前)に運営権者の会計処理について官民で運用をすり合わせること
が必要である。

○ 具体的な運用として例えば、運営権者の会計処理に公営企業会計に即した補助科目を設けることなどが想定さ
れる。

運営権者（民間企業会計）管理者（地方公営企業会計）

費目 内訳

公
共
下
水
道
事
業

維持管理費 管渠費 職員給与費 汚水処理
費・
雨水処理費

修繕費

材料費

路面復旧費

委託料

ポンプ場費 ・・・ 汚水・雨水

処理場費 ・・・ 汚水・雨水

その他 ・・・ 汚水・雨水

資本費 ・・・ ・・・

公共下水道事業以外の事業（農業集落排水、水道・・・)

目的

決算統計
調査

総務省に対して
事業会計毎に決
算状況を報告

公営企業会計の
費目ベースで報
告

費用分析

(ビジョン、
経営戦略
等)

長期的な経営収
支見通しを検討
するうえで必要な
費用分析を実施
する

費目 内訳

営業
費用

売上原価 人件費 通常、汚水・
雨水、管渠・
ポンプ場・処
理場などの内
訳はない

下水道以外
の事業も含ま
れる可能性

修繕費

委託費

減価償却費

・・・

販売費及び
一般管理
費

人件費

修繕費

・・・

営業外
費用

支払利息
・・・

会計科目の例（費用部分の一部） 会計科目の例（費用部分の一部）



④事業毎の区分経理の取扱い
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○ 運営権者が提案・実施する事業（任意事業など）や運営権の範囲外で実施される委託、下水道事業以外の
運営事業などと併せた公共施設等運営事業が活用されている。

○ 義務事業の継続への影響の把握や、公営企業の特別会計毎の把握などの目的に沿って、区分経理による経理
状況報告を募集要項、実施契約などで義務付けることが望ましい。

（参考）現行ガイドラインの記載
4.1.2 義務事業への影響の排除
（中略）
●区分経理を義務付け

区分経理を義務付けること
で、義務事業の収支と当該事
業の収支を区分して管理する
ことができ、当該事業が運営
権者の経営に与える影響を
可視化することができる。

分類 概要

運営権の範囲

運営権の範囲外の事業を含む場合は、義務事業の継続への
影響の把握のために、経理を区分することが望ましい。

⚫ 利用料金により賄われる運営権の対象事業

⚫ 利用料金以外の収入による事業（固定の対価による委託
業務）

⚫ 運営権者が提案・実施する独立採算の事業（任意事業
等）

地方公営企業
の特別会計の
設置単位

管理者による財政状況把握のために、地方公営企業として特
別会計を設ける事業は、会計単位で経理を区分して報告する
ことが考えられる。

⚫ 例：下水道事業、水道事業、工業用水道事業



⑤下水道使用料・下水道利用料金の取扱い
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水道料金
下水道
使用料

下水道
利用料金

使用者

水道料金
下水道
使用料

下水道
利用料金

水道事業会計

下水道利用料金預り金

下水道
使用料

下水道
利用料金

下水道事業会計 運営権者

下水道使用料預り金

○ 管理者が収受する下水道使用料と運営権者が収受する下水道利用料金の徴収実務を水道事業が実施する
場合、水道事業会計で徴収したのちに、下水道事業会計及び運営権者へ振り込まれる。

○ 下水道使用料と下水道利用料金は債権者が異なることから、料金検針票等では下水道使用料・下水道利用
料金の金額記載を分けることが望ましい。

料金検針票の記載例（浜松市の場合）

（出典）浜松市ウェブサイト

上下水道料金を一体徴収する場合の流れの例


